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～新町・古町～ 
 新町・古町は、加藤清正や細川藩の時代、西南の役など、幾多の歴史が刻ま

れ、積み重ねられてきた地域であり、現在でも町屋をはじめ数多くの歴史を物

語る古いものが残されている地域です。 

 そして、現在、このような個性を活かした「城下町としての新町・古町らし

いまちづくり」を進めるため、地域の方々の様々な活動が活発に行われている

地域となっています。 
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１．町並みづくりガイドラインとは 

この町並みづくりガイドラインは、新町・古町地区の住民と熊本市が協働で

城下町の風情を感じられる町並みづくりに取り組んでいこうという基本的な考

えの基に、地区の町づくりの関係者の方々に、町並みづくりの基本方針をはじ

め、町屋や一般建造物等の保存・修景基準について検討していただき、町並み

づくりの指針（ガイドライン）としてまとめたものです。 

この町並みづくりガイドラインでは、新町・古町の歴史や文化を踏まえた町

並みづくりの方向性を明らかにし、町屋などの歴史的な建造物の特徴を紹介す

ることにより、保存・修景の基準を示しています。 

また、地域の人々が町並みづくりについて考え、自ら行動していくための「町

並み協定」の導入について解説しています。 

 この町並みづくりガイドラインを、地域での「町並み協定」に向けた取組み

や建造物の修景を実施される際にご活用ください。 

 

 

 

 

新鳥町付近／新町 

唐人町通り／古町 
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２．新町・古町地区の歴史と町並みと建築的特徴について 

城下町としての熊本は、応仁、文明年間（1467‐1487）の千葉城から明応年間

（1492‐1501）の隈本城にはじまります。その後、新町・古町のある城下町は、

加藤清正の熊本城の築城とともに建設に着手され、それから細川藩時代の文化

的蓄積の時代を過ごし、明治に入り西南の役や戦災などによる焼失を経て、商

業地と住宅地とが混在する現在の姿になっています。かつてはその大部分が木

造瓦葺の建物でしたが、明治大正期には金属葺きの洋館も建設され、また昭和

になると鉄筋コンクリート造の建物が登場し、戦後の高度経済成長期を境に（関

連法が整備され）急速に都市化と不燃化が進みました。 

 

◆古町の歴史と町並み 

熊本市の町屋を地域的にみると、古町地区、新町地区、坪井地区、出町・京

町地区、及び迎町地区の 5 地区に集中的に分布しており、この中で古町は、最

も早い時期に建設が始められました。細工町、唐人町、呉服町の一部あたりで

は、清正の築城以前、天正年間の終わりの頃には既に町があったとも伝えられ

ています。蛇行する白川・坪井川の改修が行われ、一辺 120ｍの碁盤目状の一町

一寺の町割に整備されました。 

古町は、町人町として建設され、細工町、呉服町、鍛冶屋町、大工町など職

名が記され、町名に由来する様々な商品を扱う店が並びました。建設当時から

物資流通の動脈である坪井川の舟運が利用されていましたが、明治 24 年の九州

鉄道開通、大正 13 年の市電開通により、ますます流通の拠点性が高まりました。 

大正 14 年に行われた国産共進会（熊本市三大事業記念博覧会）を機に、その

会場となった二十三連隊跡地（市役所南～旧産業文化会館一帯）は、市街地整

備によって機能集積が進み、都心は新市街へと移りました。昭和 5 年、紺屋町

（現在の商工会議所）に八木デパートが開業するものの同 13 年に閉店し、以後

は問屋街としての性格が強まります。その後は自動車交通の発達や郊外の流通

業務団地開発に伴い既存企業が移転し、跡地にマンション建設が進むなどして、

現在に至ります。 
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大正時代の唐人町筋 大正 14 年撮影 提供：冨重写真所 

明十橋付近から見た坪井川下流 明治中期撮影 提供：冨重写真所 
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◆新町の歴史と町並み 

新町は、古町の次に建設されたとされ、熊本城から諸国へ通じる 4 つの街道

の起点である「元標」を擁する熊本城の玄関口にあたる町でした。町全体が堀

と坪井川で囲まれ、四方を新一丁目門、新三丁目門、高麗門等の堅牢な櫓門で

固められていました。 

新町の町割は、約 120ｍ×60ｍの南北に長い短冊形の街区で構成され、南北の

通りには見通しが利かないように各所にクランクがつくられ、防衛性が高めら

れています。また、その短冊形の街区の中は、間口が狭く奥行きの深い敷地が

並び、武家屋敷と町屋(1)(3)(11)が配置されていました。 

明治 10 年の西南の役において、新町・古町は激戦地となり、町の多くを焼失

しました。西南の役後、古町では以前の町並みが建てられ、新町では県会議事

所、警察、区役所、熊本郵便役所などの主要施設が建てられ、卸・小売業、料

亭、通りには朝市などが立ち、熊本の中心として賑わいを見せるようになりま

した。明治 24 年の鉄道の敷設によって町の西側の堀が埋め立てられ、昭和 4 年

には市電の開通によって道路が拡張され、電車通りが新町の主要な通りとなり

ました。その後、昭和 40 年代に入ると市場が田崎へ移転するに伴って卸・小売

業が減少し、加えて製造業・事務所も移転が目立つようになりました。そして、

その移転後の跡地にマンションの建設が進んでいきました。 
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花岡山から熊本城への眺望 明治 27 年撮影 提供：冨重写真所 

 

坪井川下流から見た洗馬橋付近 明治中期撮影 提供：冨重写真所 
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◆現代における新町・古町の町並み 

現在の新町・古町は、都心にあることから共同住宅が建ち並ぶ町並みになり

つつあります。銀行や卸問屋・病院跡地などに大型マンションが建設され、町

並みは大きく変化しました。町屋が取り壊された跡の小規模コインパーキング

や道路沿いに駐車スペースを設ける住宅への建替えなどにより、町並みが途切

れているところも少なくありません。また、古くからの住民が営む店舗が閉店

し、空き店舗となるケースも増えており、町並みの変化は地区の活気の減少と

大きく関係しています。 

一方、唐人町通りでは旧第一銀行が解体を免れ、再生されるなど、歴史のあ

る町並みを後世に伝えていこうという努力が、実を結んでいるケースもありま

す。また、吉田松花堂や中職人町通りなど当時の姿を残している場所もあり、

町のシンボルとして地域の人々に愛着を持たれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町 中職人町 
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新町 新鳥町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古町 呉服町二丁目 
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◆新町・古町の町並みとその建築的特徴 

現状の新町・古町地区の町並みを理解する上で、その基準的な線となってい

る町割（区画）とそこに建てられた町屋の特徴について次のように整理します。 



古町の町割 

熊本城の南部に位置する古町は、その街区の１辺がほぼ 120ｍの正方形が整然

と碁盤の目状に区画されています。その特徴は、街区の中央部分に寺院が配置

され、1 町１寺制が地図上にも視覚的にはっきりと確認できるところです。寺院

は通りより引き込んだ位置にあり、通りには山門だけが見え、本堂の大きな瓦

屋根が低い町屋の屋根越しに見えている景観となっています。また、通りに面

した山門から本堂に向かって抜けていく視線もこの町らしい景観といえます。 

 

新町の町割 

これに対して新町は、南北に長い短冊状の街区で構成されています。短辺が

60～70ｍ程度であるのに対し、長辺は 100～200ｍ程度となっています。なぜ、そ

のような町割にしたかは定かでありませんが、正方形に近い（古町型）の町割

りを京のような中世型、長方形に近い（新町型）の町割りを江戸のような近世

型とする学説もあります。間口の長さで税額が増える仕組みであった当時は、

間口に対して奥行きの深い町屋が多く、そうした土地利用の形態から考えると、

長方形の近世型の方が中央部の空き地解消に有効であったと考えられています。 



お城と城下町 

熊本城下の場合も、先に建設された古町は、城の南側を守る位置にあり、白

川を越えてくる敵を防ぐ防衛線の意味をもったことから、寺を中心とした古町

地区全体が防衛拠点として機能するように配慮されていたと言えるでしょう。

それに対して新町は、古町との境を流れる坪井川に一定の防衛機能が期待でき

ることなどから防衛拠点としての性格は薄く、効率的な土地利用を優先して町

割りが決められたと想像できます。古町と新町が形成された時間差や、その担

う役割の違いがそのまま町割りにも反映しています。 
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肥後国熊本城廻絵図 
／古町部分（江戸初期） 

肥後国熊本城廻絵図 
／新町部分（江戸初期） 

本堂の屋根と町屋／古町 
本堂へのアプローチ／古町 

坪井川／明十橋から明八橋方面 
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建築的特徴 その１ 町屋の平面構成 

新町・古町は、熊本藩の中でも最大の市街地であったことから間口が 10 間を

超える大店（おおたな）も散見されます。間口が小さいものの中には 1.5 間程度

のものもあり、平均すると 3 間前後のものが多くなっています。それに対して

奥行きは 15～18 間ほどあり間口の 3 倍から 10 倍ほどになるケースが多くなって

います。そのほとんどが職住一体型の住居で、表側に店舗や接待のための座敷

があり、中庭を隔てて離れや蔵を配置する平面構成を取ることが通常です。こ

れは、全国的に見られる町屋の特徴とも言えますが、新町・古町の特徴として

は「通り庭」の幅と位置が挙げられます。通り側の表と奥を結ぶ通路空間であ

る「通り庭」は新町・古町では半間幅のものが多く、純粋な通路として考えら

れていますが、他地方の町並みでは、例えば京都市内などでは台所空間と兼用

し多機能な空間とするために幅広く取ることが多くなっています。（1）また、そ

の位置については、（特に新町において）東西軸の建物では南側に、南北軸の建

物では西側に取ることが多く、西風が吹く熊本の気候の影響か、もしくは仏壇

や神棚の位置などとの関連が指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 間間口／古町 通り庭／新町 

参考文献 

(1) 熊本の町並み（「熊本市の町屋」福原昌明）／財団法人 熊本開発研究センター 
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建築的特徴 その２ 町屋の外観構成 

新町・古町ともに通りに対して「平入り」の建物が圧倒的に多く、商人町の

名残をとどめています。また、粘土瓦を白い油漆喰で固めた勾配屋根が隣の屋

根より高くなったり、低くなったりと不規則に繰り返えされながら連続し、町

並みのスカイラインを形づくっていたと考えられます。その屋根面の一つ一つ

は、土葺き桟瓦の黒と白漆喰の白との対比と、それによって強調される立体感

が風情を生み出していますが、現代的な瓦の葺き方（引掛桟瓦）では陰影の乏

しい平坦な面となっています。 

また、屋根廻りの細部を見てみると、１階部分は木部を露出しているのに対

して、2 階部分は漆喰を塗りまわして塗籠めるケースが多くなります。古町につ

いては、2 階の妻側の外壁を漆喰塗籠めにしている建物が圧倒的に多くなってい

ます。また、外壁については新町で真壁にした家が多いですが、古町の方では

大壁にした方が多くなっています。その漆喰についても白ばかりでなく黒漆喰

や灰漆喰が用いられており、屋根瓦の灰色系の色と相まって、白と黒の無彩色

のバリエーションが色彩的に新町・古町の色彩のベースとなっていたと考えら

れます。 

窓や戸口には木製の格子がいまでも見られますが、アルミサッシへの更新な

どにより、木製建具・格子は少なくなっています。 

 

 

平入りの町並み／新町 

木製格子と木製建具
／古町 

粘土瓦に油漆喰／古町 



 

１３ 

３．新町・古町地区の町並みづくりの基本方針 

町並みづくりにあたっては、城下町としての歴史、点在する町屋などの特徴

を活かし、現代の生活の場として、また来街者を迎える場としての町並みづく

りを進めるために、以下に新町古町地区の町並みづくりの基本方針を示します。 

 

◆町並みづくりの基本方針 

城下町の歴史を感じさせる新町・古町の町屋を大切にしたい。 

住民の心づかいで、城下町の風情が感じられる町並みを育てたい。 

古いものと新しいものが調和する町並みを創っていきたい。 

 

【城下町の風情とは】 

     風情とは、風雅な趣、味わいのある感じで、日本古来より存在する美

意識のひとつであり、長い時間を経て、自然によりもたらされる物体の

変化や日本の四季が造り出す 儚
はかな

く、質素なもの、空虚なものの中にある

美や趣、情緒を見つけ、心で感じること。 

     城下町の風情とは、城下町400年の長い歴史を感じさせるような、落ち

着いた建物の意匠形態、しっとりとした建物の色彩及び自然素材、味わ

いのある看板や暖簾、潤いを感じさせる植木や草花などの視覚によるも

ののほか、人々のざわめきや風鈴、寺院の鐘の音などの聴覚、お香の香

り、打ち水の涼しさ等、人々に安らぎ、懐かしさ、落ち着きをもたらす

町全体としての雰囲気。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 参考 新町・古町地区のまちづくり計画の方針等について 

 「熊本市景観計画」都市型居住景観形成ゾーンの景観形成方針より 

 城下町の趣が残る場所は、歴史的資源を生かし、歴史を感じら

れる景観形成を図ります。 

 「熊本市中心市街地活性化基本計画」の活性化の基本方針より 

 人々が活発に交流しにぎわうまちづくり 

 城下町の魅力があふれるまちづくり 

 「熊本市第2次住宅マスタープラン」の住宅政策の目標より 

 少子高齢社会に対応した住まいづくり 

 地域性を活かした住まいづくり 

 歴史や自然と調和し都市景観に配慮した街並みづくり 

 中心市街地における都心居住の促進 
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新町の町屋              古町の町屋 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

のれん、バンコ、季節を感じさせる花などの飾り 

高山市 

古いものと新しいものが調和した町並み （修景イメージ図） 

古町 
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４．町屋や一般的建造物の町並みづくりに向けた保存・修景基準 

◆町屋の保存・修景と町並みづくりの方法 

町並みづくりについては、その町並みを地域で共有する空間としてとらえ、

新町・古町地区の城下町の風情が感じられる町並みへと整えていくためには、

町屋などの伝統的様式を備えた建造物（伝統的様式建造物）を修理・維持する

とともに、それ以外の建造物については、町屋などの伝統的様式建造物と調和

するための修景を行っていくことが必要です。 

町屋などの伝統的様式建造物の保存・修景は、元来の意匠をできるだけ残す

ことを基本とします。それ以外の建造物の修景は、空調室外機やメーター類を

木製格子で囲うことや樋をプラスチック製から銅製に取り替えることなどがあ

ります。また、看板や広告などを電飾のものから木製板を用いたものに替える

という方法もあります。 

 

修景事例 

 改修前 改修後 

町
屋
な
ど
の
伝
統
的
様
式
建
造
物 

新
町 

光
助 

 

 

 

 

 

 

 

 

古
町 

川
上
酒
店 

  



 

１６ 

新築の事例 

一
般
建
造
物 

 
 

 
 
  

新町の事例 

古町の事例 京都市の事例 



 

１７ 

◆保存・修景基準 

新町・古町らしい町並みづくりを進めるための建築物などの保
存・修景基準を次のとおりとします。 

 
保存・修景基準 

伝統的様式建造物（町屋など） 

建
築
物
の
形
態 

高
さ 

・通りに面するところは、原則として 2 階までとする。 

 

 

 

 

 

庇 

・１階に庇をつける。  

 

 

新町・古町の事例 

古町の事例 



 

１８ 

 

 

保存・修景基準  

城下町づくりモデル街区内の一般建造物 

・中高層の建築物では、道路に面するところは、原則として低層階と

して、周辺の建物の高さと調和を図る。 

 

 

 

高
さ 

 

建
築
物
の
形
態 

・低層部に庇をつけ、庇の連続性の演出を図る。  

 

庇 

京都市の事例 

京都市の事例 古町の事例 



 

１９ 

◆保存・修景基準  

 
保存・修景基準 

伝統的様式建造物（町屋など） 

建
築
物
の
形
態 

開
口
部 

・原則は格子、虫籠窓等の伝統的様式とし、木製建具を用いることと

する。木製建具以外を用いる場合、建具は格子の内側に納めるか、

自然素材色に近い落ち着いた色彩とする。 

 

滋賀県大津市の事例 

 

 

滋賀県大津市の事例 

古町の事例 

滋賀県大津市の事例 

古町の事例 

古町の事例 



 

２０ 

 

保存・修景基準  

城下町づくりモデル街区内の一般建造物 

・格子や出格子等を設けるなど、和を基調としたものとする。 

 

 

 

 

開
口
部 

建
築
物
の
形
態 

・木製建具以外を用いる場合は、格子の内側に納めるか、自然素材色

に近い落ち着いた色彩とする。 

京都市の事例 

新町の事例 京都市の事例 



 

２１ 

 

 
保存・修景基準 

伝統的様式建造物（町屋など） 

建
築
物
の
形
態 

屋
根 

・勾配屋根とし、切妻平入りを原則とする。       

・屋根の勾配は、町並みに合うように配慮し、日本瓦とする。 

 

 

 

 

 

 

古町の事例 



 

２２ 

 

保存・修景基準  

城下町づくりモデル街区内の一般建造物 

・勾配屋根とし、切妻平入りを原則とする。    

・屋根の勾配は、町並みに合うように配慮し、原則として日本瓦とす

る。 

 

 

屋
根 

建
築
物
の
形
態 

京都市の事例 



 

２３ 

◆保存・修景基準 

 
保存・修景基準 

伝統的様式建造物（町屋など） 

建
築
物
の
形
態 

壁
面 

・壁面は、町並みにそろえる。後退する場合は、門や塀で町並みの

連続性を保たせる。 

 

・木・石・漆喰などの伝統素材又はそれらと調和するものとする。 

 

 

 

 

 

 

川尻の事例 京都市の事例 

板貼り 古町 漆喰塗り 古町 自然石貼り 川尻 



 

２４ 

保存・修景基準  

城下町づくりモデル街区内の一般建造物 

・壁面は、町並みにそろえる。大きく後退する場合は、門や塀で町並

みの連続性を持たせる。 

 

壁
面 

建
築
物
の
形
態 

・色彩は、伝統的様式建造物と調和する落ち着いたものとする。 

 

 

 

 

 

京都市の事例 

新町の事例 

新町の事例 



 

２５ 

◆保存・修景基準 

 保存・修景基準 

工
作
物 

門
・塀 

・塀は、木、漆喰、瓦を使用することにより、町並みに調和する和風

の意匠とする。 

 

・ガレージの塀は、町並みと調和した和風の意匠とする。            

 

 

 

 

 

 

新町の事例 

夏目漱石内坪居旧居 

金沢市の事例 京都市の事例 

高山市の事例 

新町の事例 



 

２６ 

保存・修景基準 
 

・門は、和風門とする。 

 

門
・塀 

工
作
物 

・空地・駐車場は、和風塀等を設けて町並みに連続性をつくる。 

 

 

 

 

 

 

新町の事例 古町の事例 

京都市の事例 



 

２７ 

◆保存・修景基準 

 保存・修景基準 

工
作
物 

設
備 

・空調室外機等の設備機器は、通りから見えにくい位置に置くことと

するが、やむを得ない場合は、格子等で囲う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
京都市の事例 古町の事例 

京都市の事例 

 



 

２８ 

保存・修景基準 
 

・屋外広告物は、原則として自家用広告物とし、外観を大きく隠さな

い形状で、町並みに調和した意匠・材料とする。また、色調は、町

並みに調和する落ち着いたものを原則とし、原色は使用しない。 

 

 

 

 

 

 

広
告
物 

工
作
物 

古町の事例 

新町・古町の事例 



 

２９ 

◆保存・修景基準 

 保存・修景基準 

そ
の
他 

・通りに面して花を飾る、バンコを設けるなど道行く人を町並みでも

てなすように演出する。 

 

・お店などは、のれんやちょうちんを掛けるなど、客を楽しませる店

構えを演出する。 

岐阜県高山市 岐阜県高山市 

古町の事例 
 

古町の事例 

古町の事例 

岐阜県高山市の事例 



 

３０ 

保存・修景基準 
 

・自動販売機の色彩は、町並みや建物に調和したものとする。 

そ
の
他 ・坪井川沿いは、植樹や壁面緑化をするなど緑の手入れをし、川側に

も顔を向けた町屋を核とする落ち着いた空間をつくる。 

川尻の事例（塩飽屋） 

 

北九州市門司の事例 

熊本市の事例（城彩苑） 

京都市の事例 京都市の事例 



 

３１ 

５．町並み協定の締結と城下町づくりモデル街区認定 

 

●町並み協定 

良好な町並みづくりのために、通りや街区単位で町並みづくりに関する情

報の共有を進め、「町並み協定」に対する意向を踏まえて、所有者等の合意

により住民同士で協定を締結します。町並み協定の締結に向けた取組みにつ

いては、熊本市がお手伝いいたします。「町並み協定」は、地域の皆さんが

自主的に結ぶ協定です。法律による規制や罰則があるものではありません。 

町並み協定には代表者を定めるとともに、以下の事項を定めることを推奨

しています。 

 １）協定の目的及び協定の対象となる区域。 

 ２）建造物の形態意匠及び色彩の調和に関する基準。 

 ３）協定の運営方法。 

 ４）協定の有効期限。 

 ５）その他町並み形成に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●城下町づくりモデル街区の認定 

「町並み協定」が締結された通りや街区が「城下町づくりモデル街区」に

認定されると、町屋などの伝統的様式建造物の保存・修景のみならず、一般

建造物の修景についても熊本市の城下町の風情を感じられる町並みづくり助

成制度が活用できます。（ただし、モデル街区内で町並み協定の参加者に限

られます。） 

 

 



 

３２ 

（目的） 

第１条 この協定は、歴史と文化が蓄積された新

町・古町らしい景観形成を推進するため、建物

や敷地の修景及びこれと関連する事項につい

て関係者間で取り決め、新町・古町の城下町の

風情を感じられる町並み環境の形成と維持向

上を図るとともに、今も残る貴重な町屋などの

伝統的様式建造物の修景に取り組み、世代を超

えてみんながいつまでも住み続けたいという

夢と誇りを持ち続けることが出来るまちにす

ることを目的とする。 

（名称） 

第２条 この協定は、城下町の風情を感じられる○

○地区町並み協定（以下、「協定」という。）

と称する。 

（協定の締結） 

第３条 この協定は、原則として地区内の建造物の

所有者及び使用者並びに土地の所有者（以下、

｢所有者等｣という。）の合意により締結するも

のとする（以下、協定を締結した者を｢協定締

結者｣という。）。 

（協定区域） 

第４条 この協定の区域は、別図に示すとおりとす

る。 

（町並みづくりの目標） 

第５条 前条に定める区域内における町並みづく

りの基準については、次の各号に掲げる項目と

し、別表に定めるとおりとする。 

(１) 建物の高さに関すること。 

(２) 建物の形態に関すること。 

(３) 工作物等に関すること。 

(４) 色彩に関すること。 

(５) その他、町並みづくりに必要な事項に関す 

ること。 

（建物等の維持管理に関する事項） 

第６条 協定締結者は、協定に沿って整備された建

物等にあっては、前条で規定する整備内容が保

持されるよう維持管理に努めることとし、それ

以外の建物等にあっては同程度の整備内容を

目標として維持修繕に努めることとする。また、

敷地のうち植樹植栽については、良好な状態が

保たれるよう適正な管理に努め、空地や屋外駐

車場については、緑化や修景に努める。 

（協定運営委員会） 

第７条 協定の運営に関する事項を処理するため、

協定運営委員会（以下｢委員会｣という。）を設

置する。 

２ 委員会は、協定締結者の互選により選出された

委員若干名をもって組織する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員の再任は、これを妨げない。 

（役員） 

第８条 委員会に次の役員を置く。 

委員長 １名 

副委員長 １名 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。委員長

は、委員会を代表し、協定運営の事務を統括す

る。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が委嘱する。 

４ 委員長に事故あるときは、副委員長がこれを代

理する。 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、締結された日から

１０年間とし、更新することができる。 

（その他） 

第１０条 この協定に定めるもののほか、委員会の

運営、組織、役員等に関し必要な事項は別に定

める。 

 

附 則 

この協定は、平成 年 月 日から施行する。 

●城下町の風情を感じられる○○地区町並み協定（案） 



 

３３ 

６．町屋や一般建造物の町並みづくりに関する助成制度 
 

熊本市では、新町・古町地区の特徴の一つである町屋のある町並みを保存す

るために、助成制度を設けました。 

町屋を主とした伝統的様式建造物の保存・修景への助成のほか、モデル街区

に認定された通りでは、一般建造物の町並みに合わせた修景にも助成します。 

 

○手続きの流れ 

個別の保存・修景事業については、熊本市が相談窓口となります。保存・修

景計画図等をお持ちになって開発景観課までお越しください。要綱などの保

存・修景基準に沿うように助言いたします。 

その後、助成対象への応募をしていただき、事前審査によって助成対象を決

定します。 

 

 

（修景イメージ図） 



 

３４ 

 ●手続きの流れ 

   申請者が行うもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町並み協定の締結 

（一般建造物のみ必要） 

事前協議 

（新築・増改築・修理等の相談） 

建築設計 

助成金交付申請 

市で審査（審査期間 1 ヶ月） 

補助金交付決定 

事前審査 

（熊本市、地元の関係者） 

建築確認申請 

工事契約 

工事着手・完了 

完了実績報告 

完了検査 

助成金交付確定通知 

助成金請求 

町屋の認定 

助成金交付 

通りや街区単位で合意形成の上、町並

み協定を締結します。 

熊本市へ相談（無料）を行い、助成金

の活用や保存・修景の方法等について

検討します。 

予算の範囲内で、改修内容など助成効

果を総合的に評価した上、事前審査に

おいて助成対象を決定します。必要に

応じて専門家の助言を求めます。 

助成金の交付申請を受け、内容が町並

みｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝや町並み協定に沿った内容

であるか等について審査を行います。 

熊本市から申請者に対して交付決定

を通知します。 

工事は、助成金の交付決定を受けた年

度内に着手し、完了します。 

工事写真等の提出により、工事が完了

したことを報告します。 

熊本市は、工事が適正に行われたこと

を検査します。 

工事が適正であれば助成金額を確定

し、申請者へ通知します。 

保存・修景を行った町屋で、良好な景

観形成に寄与し、城下町の風情を感じ

られるものを認定します。 

助成金の交付の後に、支払った工事費

等の領収書の写しを市長へ提出して

いただきます。 

助成対象の募集 

4 月中旬から 5 月末頃まで助成対象の

募集を行います。必要な資料を熊本市

開発景観課へ提出して下さい。 



 

３５ 

７．伝統的様式建造物の各部意匠 
伝統的様式建造物の各部の意匠について、写真で紹介します。 

◆厨子二階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 本二階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町 古町 

新町 

京都市 

新町 

新町 



 

３６ 

◆格子・出格子（一階まわり） 

 
 
 

 

京都市 

京都市 

滋賀県大津市 



 

３７ 

◆格子戸・木製ガラス戸（一階まわり） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新町 京都市 

新町 

古町 京都市 



 

３８ 

◆土台まわり（一階まわり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古町 新町 

川尻 京都市 

京都市 

京都市 



 

３９ 

◆虫籠窓・格子窓（二階まわり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市 大分市戸次 

宇城市松合 

山鹿市豊前街道 



 

４０ 

◆瓦の納まり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆二階開口部（二階まわり） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆腕木・出桁・持ち送り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山鹿市来民 新町 

京都市 

京都市 

川尻 

京都市 

 



 

４１ 

◆門・塀（工作物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆犬矢来・駒寄せ（工作物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市 京都市 

京都市 京都市 新町 

新町 京都市 



 

４２ 

◆小窓・看板・街灯・車庫 その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

新町 

大分市戸次 大分市戸次 

大分市戸次 大分市戸次 

宇城市三角西港 

大分市戸次 

古町 

大分市戸次 



 

４３ 

◆城下町の風情を感じられる町並みづくり協議会への参加者（順序不同、敬称略) 

新町：毛利秀士 北村直登 橋本和彦 高田博子 緒方義和 渡邊稔晃  

仁田信二 宮本茂弘 米村孝一 宮本茂史 

古町：伊藤博文 佐伯洋興 柴田浩志 楠本裕之 松田清見 平野俊晴  

田中恭徳 早川祐三 上村元三 川上靖  益雪ｼｽﾞｴ  長野聖二  

池田夫妻 反後人美 

景観アドバイザー：宇野史郎（熊本学園大学教授）内丸惠一（崇城大学講師）  

西島真理子（建築士） 

髙木冨士川計画事務所：髙木淳二 宮野桂輔 宮野岳明 橋本理佐 

熊本市：永山國博 福永卓巳 宮本肇 中嶋浩 林田純一 岡田左千枝 

 

◆城下町の風情を感じられる町並みづくり協議会での検討内容 

第一回協議会ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 平成 23 年 7 月 8 日（金） 

 『町並みづくりの基本方針の検討』 

第二回協議会ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 平成 23 年 8 月 26 日（金）   

『建造物等のデザイン基準の検討』 

第三回協議会ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 平成 23 年 10 月 7 日（金）  

『モデル街区候補地の推薦』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４４ 

◆参考文献 

(1)熊本の町並み（「熊本市の町屋」福原昌明） 

／財団法人 熊本開発研究センター 

(2)肥後の絵図／熊本日日新聞社 

(3)古写真に探る熊本城と城下町／富田紘一／肥後上代文化研究会 

(4)歴史回廊都市くまもと／熊本市
(5)城下町の特性を生かす都市デザインとして旧地名表示／熊本地名研究会 

熊本開発研究センター
(6)平成 17 年度『熊本駅都心間〔新町・古町〕協働のまちづくり計画』熊本
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